
２０１６年８月２２日 

【お知らせ】 

NTT西日本 熊本支店 

 

弊社架空ケーブル等へのケーブルカバー設置等に係る費用負担について 

 

NTT 西日本熊本支店は、各種工事施工者様が弊社の所有する架空ケーブル等に近接して工事等を行う場合、施工者様からの

ご依頼により無償でケーブルカバーの設置等を行っておりましたが、２０１６年 9月 12日受付分より、有償とさせていただきます。 

何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

１．概要 

弊社が所有する架空ケーブル等に対する損傷事故（部外工事原因）に伴う電気通信サービスの中断等は近隣の社

会生活に大きな影響を及ぼしています。 

建設業者様は、建設業法第２８条により、公衆に危害を及ぼさないよう建設工事を適切に施工することが義務付けら

れており、具体的には、①建設機械等のブーム、ダンプトラックのダンプアップ等により、架空線等上空施設への接触・切断の

可能性があると考えられる場合には、必要に応じて架空線上空施設へ防護カバーの設置等の保安措置を行うこと（土木

工事安全施工技術指針（２００９年３月 国土交通省））及び、②架空線等に近接して工事を施工する場合には、

保安上必要な措置を行うこと（建設工事公衆災害防止対策要綱（建設工事編・土木工事編）（１９９３年１月

１２日 建設省））等が定められております。 

    つきましては、原因者負担の原則に基づき建設業者様に、弊社がケーブルカバーを設置、撤去する作業に要した費用を

「３．料金表」のとおりご負担いただきたいと存じます。（費用負担対象の場合） 

 

 

２．適用開始時期 

  ２０１６年 9月 12日受付分より 

 

 

３．料金表 

料金内容 単位 金額（単位：円） 

基本料金（派遣料＋１本目のケーブルカバー取付け・取外し料） 本 ３０，０００円（税別） 

追加料金（２本目以降のケーブルカバー取付け・取外し料） 本 ２，６００円（税別） 

ケーブルカバー材料費 本 ３００円（税別） 

交通誘導員 人 実費 

 

 

 

 

 

 



４．申請手続き 

 

 ※取付（取外）工事日につきましては別途調整となります。 

 ※取付（取外）のお申込みについては、早めにご連絡をお願いいたします。 

 ※現地の状況により無償での取付（取外）とさせていただく場合がございます。 

 

5．お申し込み・お問い合わせ先 

    ケーブルカバーの取付けをご希望される際は、下記の申し込み先へご連絡をお願いいたします。 

※取り付けの１週間前までにお申し込みをお願いいたします。 

市町村 お申込み・お問い合わせ先 電話番号 

熊本市、合志市、八代市、水俣市、天草

市、上天草市、人吉市、宇城市、宇土市、

荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、阿蘇

市 

嘉島町、甲佐町、益城町、御船町、大津

町、菊陽町、美里町、玉東町、長洲町、和

水町、南関町、産山村、小国町、南小国

町、高森町、南阿蘇村、西原村、山都町、

氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、あさぎ

り町、多良木町、湯前町、水上村、相良

村、五木村、山江村、球磨村、苓北町 

株式会社ＳＹＳＫＥＮ          

熊本支店設備部保守センタ 

 

TEL:096-284-1116  

FAX:096-284-1119 

   ※平日９：００～１７：００での受付とさせて頂きます。 

   ※土曜・日曜・祝日及び年末年始（12/29～1/3）は休業させて頂きます。 

【本件に関する問合せ先】 

NTT フィールドテクノ 九州支店 熊本営業所 設備総括部門 サービス運営・災害対策担当 

〒860-8519 熊本市中央区桜町 3 番 1 号 ＮＴＴ桜町ビル 6F TEL：096-321-2723 （平日 9：00～17：00） 

NTT西日本 熊本支店ホームページ URL:http://www.ntt-west.co.jp/kumamoto/ 

ＮＴＴ西日本 熊本支店 

【手続手順】 
① ：申込書 
② ：見積書、発注書 
③ ：発注書 
④ ：ケーブルカバー取付⇒工事完了 

⇒ケーブルカバー取外 
⑤ ：費用請求 
⑥ ：支払い 
⑦  

④ 

http://www.ntt-west.co.jp/kumamoto/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１ ケーブルカバー取付け・取外しについて（申込書） 

★電話ケーブルの損傷防止、通信回線の故障防止にご協力をお願い致します。 

★ケーブルカバーの取り付け・取り外しは申請者の実費負担となります。 

(注)株式会社ＳＹＳＫＥＮは西日本電信電話(株)より、設備の保守業務を受託しております。 

（注） 

・重機の作業範囲、工事車両の出入り口付近に電話ケーブルが横断しているような場合、ケーブルカバーを取付け   
 ることで作業者への注意喚起を促す効果があります。 
・ケーブルカバーを取付けても、電話ケーブルを防護しきれるものではありませんので、重機等が接触しないよう細心  
 の注意を払ってください。 
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記入例 

申請者と現場作業者が同じ場合は、「□申請者と同じ場合は

チェック願います」欄にチェック。異なる場合は会社名等を記入 

申請者と工事発注者が同じ場合は、「□申請者と同じ場合は

チェック願います」欄にチェック。異なる場合は会社名等を記入 

ＮＴＴの電柱番号が不明の場合は記入不要 

費用支払者が、 
・申請者の場合は、「□申請者と同じ場合はチェック」欄にチェック。 
・発注者の場合は、「□発注者と同じ場合はチェック」欄ニチェック。 
・申請者、発注者と異なる場合は、会社名等を記入。 


